
JP 2017-195717 A 2017.10.26

(57)【要約】
【課題】バッテリの信頼性を向上させること。
【解決手段】
　受信機１に対して少なくとも停電時に電力を供給する
ための複数のバッテリパックの充放電を制御する制御シ
ステムであって、複数のバッテリパックのうちの一部の
みのバッテリパックであって、少なくとも非停電時に、
充放電されるべき制御対象バッテリパックを選択する選
択部１７１と、少なくとも非停電時に、選択部１７１が
選択した制御対象バッテリパックに対して、放電した後
に充電する制御である充放電制御を行い、且つ、複数の
バッテリパックのうちの制御対象バッテリパック以外の
バッテリパックであって充電されている制御非対象バッ
テリパックに対して、充放電制御を行わないバッテリ制
御部１７２と、を備え、選択部１７１は、バッテリ制御
部１７２による充放電制御が終了する毎に、複数のバッ
テリパックから制御対象バッテリパックを順次選択する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気機器に対して少なくとも停電時に電力を供給するための複数の単位充電要素を有す
るバッテリの充放電を制御する制御システムであって、
　前記複数の単位充電要素のうちの一部のみの単位充電要素であって、少なくとも非停電
時に、充放電されるべき単位充電要素である第１の単位充電要素を選択する選択手段と、
　少なくとも非停電時に、前記選択手段が選択した前記第１の単位充電要素に対して、放
電した後に充電する制御である充放電制御を行い、且つ、前記複数の単位充電要素のうち
の前記第１の単位充電要素以外の単位充電要素であって充電されている第２の単位充電要
素に対して、前記充放電制御を行わないバッテリ制御手段と、を備え、
　前記選択手段は、前記バッテリ制御手段による前記充放電制御が終了する毎に、前記複
数の単位充電要素から前記第１の単位充電要素を順次選択する、
　制御システム。
【請求項２】
　前記バッテリ制御手段は、少なくとも非停電時に、前記選択手段が選択した前記第１の
単位充電要素によって放電された電力を、前記電気機器に供給する、
　請求項１に記載の制御システム。
【請求項３】
　前記バッテリ制御手段は、少なくとも非停電時に、前記選択手段が選択した前記第１の
単位充電要素によって放電された電力を用いて、前記第２の単位充電要素を充電する、
　請求項１又は２に記載の制御システム。
【請求項４】
　前記バッテリ制御手段は、少なくとも非停電時に、前記選択手段が選択した前記第１の
単位充電要素によって放電された電力に基づいて、当該第１の単位充電要素の性能を判定
する、
　請求項１から３のいずれか一項に記載の制御システム。
【請求項５】
　前記電気機器は、前記設置対象に設置されている防災設備に電力を供給して、当該防災
設備を動作させる防災受信機であり、
　前記バッテリ制御手段は、少なくとも非停電時において、前記防災受信機が点検を行う
ためのモードである点検モードに設定されている場合に、点検のために、前記選択手段が
選択した前記第１の単位充電要素によって放電された電力を、前記防災設備に供給する、
　請求項１から４のいずれか一項に記載の制御システム。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、監視領域に設置された火災感知器が火災を検出した場合に、火災発生を警報する
防災受信機が知られていた（例えば、特許文献１参照）。この防災受信機は、発電所ある
いは変電所等から送電された商用電力を受電して、受電した商用電力を用いて動作するよ
うに構成されているが、停電時にも少なくとも所定の規定時間（例えば、１時間等）だけ
は正常に動作し続けることができるように、停電時に防災受信機の各部に電力を供給して
バックアップする予備バッテリが搭載されていた。この予備バッテリについては、バッテ
リ寿命が限られているために、例えば利用開始から５年程度で交換することが推奨されて
いた。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２００３-１０９１３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述の予備バッテリについては、推奨に従って５年程度毎に交換するか
否かに関わらず、落雷の多い地域では、時期によっては停電発生時に予備バッテリに切り
替わる頻度が多くなるケースもあり、いわゆるメモリ効果が発生してしまい、停電時に所
定の規定時間だけバックアップできないおそれがあった。従って、予備バッテリの信頼性
をより向上させる観点において、改善の余地があった。
【０００５】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、バッテリの信頼性を向上させることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１に記載の制御システムは、電
気機器に対して少なくとも停電時に電力を供給するための複数の単位充電要素を有するバ
ッテリの充放電を制御する制御システムであって、前記複数の単位充電要素のうちの一部
のみの単位充電要素であって、少なくとも非停電時に、充放電されるべき単位充電要素で
ある第１の単位充電要素を選択する選択手段と、少なくとも非停電時に、前記選択手段が
選択した前記第１の単位充電要素に対して、放電した後に充電する制御である充放電制御
を行い、且つ、前記複数の単位充電要素のうちの前記第１の単位充電要素以外の単位充電
要素であって充電されている第２の単位充電要素に対して、前記充放電制御を行わないバ
ッテリ制御手段と、を備え、前記選択手段は、前記バッテリ制御手段による前記充放電制
御が終了する毎に、前記複数の単位充電要素から前記第１の単位充電要素を順次選択する
。
【０００７】
　また、請求項２に記載の制御システムは、請求項１に記載の制御システムにおいて、前
記バッテリ制御手段は、少なくとも非停電時に、前記選択手段が選択した前記第１の単位
充電要素によって放電された電力を、前記電気機器に供給する。
【０００８】
　また、請求項３に記載の制御システムは、請求項１又は２に記載の制御システムにおい
て、前記バッテリ制御手段は、少なくとも非停電時に、前記選択手段が選択した前記第１
の単位充電要素によって放電された電力を用いて、前記第２の単位充電要素を充電する。
【０００９】
　また、請求項４に記載の制御システムは、請求項１から３のいずれか一項に記載の制御
システムにおいて、前記バッテリ制御手段は、少なくとも非停電時に、前記選択手段が選
択した前記第１の単位充電要素によって放電された電力に基づいて、当該第１の単位充電
要素の性能を判定する。
【００１０】
　また、請求項５に記載の制御システムは、請求項１から４のいずれか一項に記載の制御
システムにおいて、前記電気機器は、前記設置対象に設置されている防災設備に電力を供
給して、当該防災設備を動作させる防災受信機であり、前記バッテリ制御手段は、少なく
とも非停電時において、前記防災受信機が点検を行うためのモードである点検モードに設
定されている場合に、点検のために、前記選択手段が選択した前記第１の単位充電要素に
よって放電された電力を、前記防災設備に供給する。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１に記載の制御システムによれば、少なくとも非停電時に、第１の単位充電要素
に対して充放電制御を行い、且つ、第２の単位充電要素に対して充放電制御を行わないこ
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とにより、例えば、第１の単位充電要素についてのメモリ効果を解消することができるの
で、停電時においてバッテリの出力電圧が低下するのを防止することができ、バッテリの
信頼性を向上させることができる。また、例えば、第２の単位充電要素に対して充放電制
御を行わないので、充放電制御によって第１の単位充電要素の充電量が低下している場合
でも、第２の単位充電要素の電力を用いて、停電時に電気機器を正常に動作させることが
できる。
【００１２】
　請求項２に記載の制御システムによれば、第１の単位充電要素によって放電された電力
を電気機器に供給することにより、例えば、電気機器を動作させるために、第１の単位充
電要素の電力を有効に利用することができる。
【００１３】
　請求項３に記載の制御システムによれば、第１の単位充電要素によって放電された電力
を用いて、第２の単位充電要素を充電することにより、例えば、第２の単位充電要素を充
電するために、第１の単位充電要素の電力を有効に利用して、第２の単位充電要素におけ
る充電量を維持することができるので、バッテリの信頼性を一層向上させることができる
。
【００１４】
　請求項４に記載の制御システムによれば、第１の単位充電要素によって放電された電力
に基づいて、当該第１の単位充電要素の性能を判定することにより、例えば、非停電時で
もバッテリの性能を判定することができるので、バッテリの信頼性をより一層向上させる
ことができる。特に、例えば、従来は、利用開始から５年程度で交換する推奨に従って５
年程度毎にバッテリを交換しないケースもあり、見かけの電圧（例えば、非停電時におけ
るバッテリの電圧）は正常であっても、バッテリの劣化が進んでいることもあり、停電時
に、所定の規定時間中にバッテリの出力電圧が想定に反して低下してしまい、従来の電気
機器を正常に動作できなくなる可能性があったが、請求項４に記載の制御システムによれ
ば、バッテリを実際に放電させて性能の判定を行うことができるので、停電時におけるバ
ッテリの出力電圧が想定に反する挙動を示す可能性を低減し、バッテリの信頼性をより一
層向上させることができる。
【００１５】
　請求項５に記載の制御システムによれば、防災受信機が点検モードに設定されている場
合に、点検のために、第１の単位充電要素によって放電された電力を、防災設備に供給す
ることにより、例えば、点検のために、第１の単位充電要素の電力を有効に利用すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施の形態に係る受信機を示すブロック図である。
【図２】電源部を示す図である。
【図３】スイッチ部の各端子の電気的な接続状態を示す図であり、（ａ）は第１接続状態
を示しており、（ｂ）は第２接続状態を示しており、（ｃ）は第３接続状態を示しており
、（ｄ）は第４接続状態を示している。
【図４】充放電制御履歴情報を例示した図である。
【図５】充放電制御処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明に係る制御システムの実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。な
お、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００１８】
〔実施の形態の基本的概念〕
　まずは、実施の形態の基本的概念について説明する。実施の形態は、概略的に、複数の
単位充電要素を有するバッテリの充放電を制御する制御システムに関するものである。



(5) JP 2017-195717 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

【００１９】
　ここで、「制御システム」とは、電気機器に対して少なくとも停電時に電力を供給する
ための複数の単位充電要素を有するバッテリの充放電を制御するシステムであって、選択
手段とバッテリ制御手段とを備えているシステムであり、具体的には、電気機器の一部と
して当該電気機器に一体として構成されたもの、又は電気機器とは別体として構成された
ものを含む概念である。
【００２０】
　「電気機器」とは、自己に供給された電力を用いて動作する機器であって、少なくとも
停電時にバッテリから電力が供給されるものであり、例えば、防災機器、防災機器以外の
機器等を含む概念である。まず、「防災機器」とは、防災に関する機器であり、具体的に
は、受信機、感知器、又は防災表示装置等を含む概念である。「受信機」とは、監視の対
象となっている領域である監視領域の異常を警報する防災受信機であり、具体的には、火
災、又はガス漏れ等の異常を警報する機器であって、感知器が異常を検出した場合に警報
音又は警報画像を出力したり、移報信号を出力したりする機器を含む概念である。「感知
器」とは、監視領域の異常を検出する機器であり、具体的には、監視領域の検出対象を検
出することにより、火災、ガス漏れ等の異常を検出する機器であり、例えば、煙感知器、
熱感知器、火災感知器、及びガス漏れ感知器等を含む概念である。「防災表示装置」とは
、防災のための情報を表示する装置であり、例えば、監視領域の状態等を表示する装置で
ある。また、「防災機器以外の機器」とは、上述の防災機器以外の電気機器であり、具体
的には、コードレス電話機の如き通信機器、電動歯ブラシ、マッサージ器、又は冷蔵庫の
如き家電機器、コンピュータの如き事務機器等を含む概念である。
【００２１】
　「バッテリ」とは、電気機器に供給するための電力を蓄電する蓄電手段であり、具体的
には、少なくとも停電時に電気機器に電力を供給するものであって、複数の単位充電要素
を有するものであり、例えば、ニッケル・カドミウム蓄電池、リチウムイオン二次電池、
及び鉛蓄電池等を含む概念である。「単位充電要素」とは、バッテリにおける物理的な単
位であり、例えば、セル、及び複数個のセルのグループであるバッテリパック等を含む概
念である。
【００２２】
　「選択手段」とは、第１の単位充電要素を選択する手段であり、具体的には、バッテリ
制御手段による充放電制御が終了する毎に、複数の単位充電要素から第１の単位充電要素
を順次選択するものである。「充放電制御」とは、放電した後に充電する制御である。「
第１の単位充電要素」とは、バッテリにおける複数の単位充電要素のうちの一部のみの単
位充電要素であって、少なくとも非停電時に、充放電されるべき単位充電要素である。こ
こで、「停電時」とは、発電所あるいは変電所等からの送電が停止しているときであり、
また、「非停電時」とは、「停電時」以外のときであり、具体的には、発電所あるいは変
電所等から送電されているときである。
【００２３】
　「バッテリ制御手段」とは、少なくとも非停電時に、選択手段が選択した第１の単位充
電要素に対して充放電制御を行い、且つ、第２の単位充電要素に対して充放電制御を行わ
ない手段である。ここで、「第２の単位充電要素」とは、バッテリにおける複数の単位充
電要素のうちの前述の第１の単位充電要素以外の単位充電要素であって、充電されている
単位充電要素である。
【００２４】
　以下に示す実施の形態では、「制御システム」が「電気機器に一体として構成されたも
の」であり、「電気機器」が「受信機」であり、「バッテリ」が「ニッケル・カドミウム
蓄電池」であり、「単位充電要素」が「バッテリパック」である場合について説明する。
【００２５】
（構成）
　まず、本実施の形態に係る受信機の構成について説明する。図１は、本実施の形態に係
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る受信機を示すブロック図である。図１の受信機１は、電気機器であり、概略的には、通
信部１１、操作部１２、表示部１３、音響部１４、電源部１５、記録部１６、及び制御部
１７を備えている。
【００２６】
（構成－通信部）
　通信部１１は、通信を行う通信手段である。この通信部１１の具体的な種類や構成は任
意であるが、例えば、公知の通信回路等を備えて構成することができる。
【００２７】
（構成－操作部）
　操作部１２は、ユーザの指等で操作されることにより、当該ユーザから各種操作入力を
受け付ける操作手段である。この操作部１２の具体的な種類や構成は任意であるが、例え
ば、公知の操作ボタン等を備えて構成することができる。
【００２８】
（構成－表示部）
　表示部１３は、制御部１７の制御に基づいて各種情報を表示する表示手段である。この
表示部１３の具体的な種類や構成は任意であるが、例えば、公知の表示灯、あるいは、公
知の液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイの如きフラットパネルディスプレイ等を備
えて構成することができる。
【００２９】
（構成－音響部）
　音響部１４は、制御部１７の制御に基づいて音を出力する音出力手段である。この音響
部１４の具体的な種類や構成は任意であるが、例えば、公知のスピーカ等を備えて構成す
ることができる。
【００３０】
（構成－電源部）
　電源部１５は、少なくとも停電時に、受信機１を動作させるための電力を当該受信機１
に供給するための供給手段であって、バックアップ用の電源部である。なお、受信機１は
、実際には、この電源部１５とは別に、非停電時に後述する商用電源２５からの電力を受
電して、受電した電力に基づいて受信機１を動作させる不図示の商用電力供給部を備えて
いるが、この商用電力供給部については公知の構成を適用することができるので、その説
明を省略する。電源部１５の具体的な種類や構成は任意であるが、例えば、以下に示すよ
うに構成することができる。
【００３１】
　図２は、電源部を示す図である。電源部１５は、概略的には、スイッチ部２０、第１バ
ッテリパック２１、第２バッテリパック２２、第３バッテリパック２３、及び放電用抵抗
２４を備えている。なお、第１バッテリパック２１、第２バッテリパック２２、第３バッ
テリパック２３を互いに区別する必要が無い場合は、「バッテリパック２００」と総称し
て説明する。また、電源部１５は、実際には、停電時に、第１バッテリパック２１、第２
バッテリパック２２、又は第３バッテリパック２３の電力を、受信機１の各部に供給して
、受信機１を動作させる不図示のバッテリ電力供給部を備えているが、このバッテリ電力
供給部については公知の構成を適用することができるので、その説明を省略する。また、
図２では、後述する充放電制御処理を行うための公知の構成（例えば、電流値調整用の抵
抗等を含む公知の素子あるいは回路）については、図示が省略されている。
【００３２】
（構成－電源部－スイッチ部）
　スイッチ部２０は、当該スイッチ部２０に接続されているもの相互間の電気的な接続状
態を切り替える接続状態切替手段である。このスイッチ部２０の具体的な種類や構成は任
意であるが、例えば、第１バッテリパック側端子３１、第２バッテリパック側端子３２、
第３バッテリパック側端子３３、放電用抵抗側端子３４、商用電源側端子３５、及び不図
示の切替接片を備えている。
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【００３３】
（構成－電源部－スイッチ部－各端子）
　第１バッテリパック側端子３１は、第１バッテリパック２１が電気的に接続される第１
バッテリパック接続手段である。第２バッテリパック側端子３２は、第２バッテリパック
２２が電気的に接続される第２バッテリパック接続手段である。第３バッテリパック側端
子３３は、第３バッテリパック２３が電気的に接続される第３バッテリパック接続手段で
ある。放電用抵抗側端子３４は、放電用抵抗２４が電気的に接続される抵抗接続手段であ
る。商用電源側端子３５は、商用電源２５が電気的に接続される商用電源抵抗接続手段で
ある。ここで、「商用電源」２５とは、発電所あるいは変電所等からの送電される電力を
供給する電力設備であり、具体的には、受信機１の外部に設けられているものである。
【００３４】
（構成－電源部－スイッチ部－切替接片）
　不図示の切替接片は、スイッチ部２０の各端子の間の電気的な接続状態を切り替える切
替手段であり、具体的には、放電用抵抗側端子３４及び商用電源側端子３５に対する、第
１バッテリパック側端子３１、第２バッテリパック側端子３２、及び第３バッテリパック
側端子３３の接続状態を、以下の第１～第４の接続状態に切り替えるものである。図３は
、スイッチ部の各端子の電気的な接続状態を示す図であり、（ａ）は第１接続状態を示し
ており、（ｂ）は第２接続状態を示しており、（ｃ）は第３接続状態を示しており、（ｄ
）は第４接続状態を示している。なお、この図３の（ａ）～（ｄ）では、電気的に接続さ
れている端子同士が破線で結ばれている。
【００３５】
（構成－電源部－スイッチ部－切替接片－第１接続状態）
　図３（ａ）に示す第１接続状態は、第１バッテリパック２１、第２バッテリパック２２
、第３バッテリパック２３を全て充電するための接続状態であり、具体的には、放電用抵
抗側端子３４に対しては何れの端子も接続されず、且つ、商用電源側端子３５に対して、
第１バッテリパック側端子３１、第２バッテリパック側端子３２、及び第３バッテリパッ
ク側端子３３が接続された状態である。
【００３６】
（構成－電源部－スイッチ部－切替接片－第２接続状態）
　図３（ｂ）に示す第２接続状態は、第１バッテリパック２１を放電し、且つ、第２バッ
テリパック２２及び第３バッテリパック２３を充電するための接続状態であり、具体的に
は、放電用抵抗側端子３４に対して、第１バッテリパック側端子３１が接続され、且つ、
商用電源側端子３５に対して、第２バッテリパック側端子３２及び第３バッテリパック側
端子３３が接続された状態である。
【００３７】
（構成－電源部－スイッチ部－切替接片－第３接続状態）
　図３（ｃ）に示す第３接続状態は、第２バッテリパック２２を放電し、且つ、第１バッ
テリパック２１及び第３バッテリパック２３を充電するための接続状態であり、具体的に
は、放電用抵抗側端子３４に対して、第２バッテリパック側端子３２が接続され、且つ、
商用電源側端子３５に対して、第１バッテリパック側端子３１及び第３バッテリパック側
端子３３が接続された状態である。
【００３８】
（構成－電源部－スイッチ部－切替接片－第４接続状態）
　図３（ｄ）に示す第４接続状態は、第３バッテリパック２３を放電し、且つ、第１バッ
テリパック２１及び第２バッテリパック２２を充電するための接続状態であり、具体的に
は、放電用抵抗側端子３４に対して、第３バッテリパック側端子３３が接続され、且つ、
商用電源側端子３５に対して、第１バッテリパック側端子３１及び第２バッテリパック側
端子３２が接続された状態である。
【００３９】
（構成－電源部－バッテリパック）
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　図２のバッテリパック２００は、受信機１のバックアップ用のバッテリとして機能する
蓄電手段であり、少なくとも停電時に受信機１に電力を供給する複数の単位充電要素であ
る。このバッテリパック２００の具体的な種類や構成は任意であるが、例えば、ニッケル
・カドミウム蓄電池が採用され、且つ、第１バッテリパック２１、第２バッテリパック２
２、又は第３バッテリパック２３の内の少なくとも２個のバッテリパックが満充電になっ
ている場合に、当該２個のバッテリパックの電力を用いて、停電時に受信機１を適切に動
作させることが可能となるように構成されているものとする。ここで、「満充電」とは、
バッテリパック２００に充分に電力が蓄えられた状態であり、例えば、バッテリパック２
００における充電することが可能な電力の容量である充電容量に対して、充電されている
電力の量の割合である充電量（例えば、単位：％）が所定量（例えば、９０％等）以上に
なっている状態である。「停電時に受信機１を適切に動作させる」とは、バッテリパック
２００の電力のみを用いて、受信機１を所定時間（例えば、１時間等）以上正常に動作さ
せることである。
【００４０】
（構成－電源部－放電用抵抗）
　放電用抵抗２４は、バッテリパック２００の電力を放電するための放電手段である。こ
の放電用抵抗２４の具体的な種類や構成は任意であるが、例えば、長時間（例えば、２か
月等）をかけてバッテリパック２００から放電するか、短時間（例えば、数１０分等）に
て放電するか等の運用ニーズに応じて構成することができる。ここでは、例えば、長時間
をかけてバッテリパック２００から放電する運用ニーズに応じて構成する場合について説
明する。この場合、例えば、放電用抵抗２４の抵抗値とバッテリパック２００の放電時間
との関係を、実験あるいはシミュレーション等に基づいて確認した上で、放電用抵抗２４
の抵抗値が比較的大きな値になるように構成する。
【００４１】
（構成－電源部－接続）
　そして、この電源部１５は、図２に示すように電気的に接続される。すなわち、スイッ
チ部２０の第１バッテリパック側端子３１、第２バッテリパック側端子３２、及び第３バ
ッテリパック側端子３３には、バッテリパック２００の正極各々が接続され、スイッチ部
２０の放電用抵抗側端子３４には放電用抵抗２４の一端が接続され、スイッチ部２０の商
用電源側端子３５には商用電源２５が接続される。また、バッテリパック２００の負極は
、放電用抵抗２４の他端に接続される。
【００４２】
（構成－記録部）
　図１に戻って、記録部１６は、受信機１の動作に必要なプログラム及び各種のデータを
記録する記録手段であり、例えば、外部記録装置としてのハードディスク（図示省略）を
用いて構成されている。ただし、ハードディスクに代えてあるいはハードディスクと共に
、磁気ディスクの如き磁気的記録媒体、ＤＶＤやブルーレイディスクの如き光学的記録媒
体、又はＦｌａｓｈ、ＲＯＭ、ＵＳＢメモリ、ＳＤカードの如き電気的記録媒体を含む、
その他の任意の記録媒体を用いることができる。この記録部１６は、充放電制御履歴情報
及び充放電パターンが格納されている。
【００４３】
　「充放電制御履歴情報」とは、充放電制御の履歴を特定する情報である。図４は、充放
電制御履歴情報を例示した図である。この図４に示すように、充放電制御履歴情報は、項
目「バッテリＩＤ」、及び項目「制御終了日時情報」と、各項目に対応する情報とを、相
互に関連付けて構成されている。ここで、項目「バッテリＩＤ」に対応する情報は、図２
のバッテリパック２００を一意に識別するための情報である（図４では、「ＢＩＤ１」、
｛ＢＩＤ２｝、及び「ＢＩＤ３」）。なお、「ＢＩＤ１」は、第１バッテリパック２１を
一意に識別するための情報であり、また、「ＢＩＤ２」は、第２バッテリパック２２を一
意に識別するための情報であり、また、「ＢＩＤ３」は、第３バッテリパック２３を一意
に識別するための情報である。また、項目「制御終了日時情報」は、充放電制御が終了し
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た日時を特定する制御終了日時情報である（図４では、「２０１４０１０１００００」等
）。なお、この「２０１４０１０１００００」については、２０１４年０１月０１日００
時００分を示しているものとする。そして、この充放電制御履歴情報については、後述す
る充放電制御処理にて格納される。
【００４４】
　「充放電制御パターン」とは、充放電制御で行われる充電及び放電のパターンであり、
具体的な内容は任意であるが、ここでは、例えば、充放電制御範囲、及び充放電制御順序
が充放電パターンとして含まれているものとする。ここで、「充放電制御範囲」とは、図
２のバッテリパック２００の充電量の範囲であって、充放電制御によって変化させるべき
充電量の範囲であり、いわゆるメモリ効果を解消できる範囲である限りにおいて任意であ
るが、例えば、「５（％）～９５（％）」等である。ここで、「メモリ効果」とは、バッ
テリを継ぎ足し充電することにより発生する現状であり、例えば、バッテリパック２００
の放電中に、一時的な電圧降下を引き起こす現象である。なお、「５（％）～９５（％）
」は、５（％）になるまで放電した後、９５（％）になるまで充電することを示している
。また、「充放電制御順序」とは、バッテリパック２００の各バッテリパックについて充
放電制御を行う順序であり、例えば、バッテリＩＤを用いて示す順序であり「ＢＩＤ１→
ＢＩＤ２→ＢＩＤ３」等である。なお、「ＢＩＤ１→ＢＩＤ２→ＢＩＤ３」は、充放電制
御を行う順序が、第１バッテリパック２１、第２バッテリパック２２、第３バッテリパッ
ク２３の順であることを示している。そして、この充放電制御パターンについては、任意
の手法を用いて格納することができるが、ここでは、例えば、図１の受信機１との間でイ
ンターネット等の通信ネットワークを介して通信可能となって不図示のユーザ端末に対し
て入力することにより、当該ユーザ端末が受信機１に送信して、記録部１６に格納するも
のとする。
【００４５】
（構成－制御部）
　制御部１７は、受信機１を制御する制御手段であり、具体的には、ＣＰＵ、当該ＣＰＵ
上で解釈実行される各種のプログラム（ＯＳなどの基本制御プログラムや、ＯＳ上で起動
され特定機能を実現するアプリケーションプログラムを含む）、及びプログラムや各種の
データを格納するためのＲＡＭの如き内部メモリを備えて構成されるコンピュータである
。特に、実施の形態に係る制御プログラムは、任意の記録媒体又はネットワークを介して
受信機１にインストールされることで、制御部１７の各部を実質的に構成する。
【００４６】
　この制御部１７は、機能概念的に、選択部１７１、及びバッテリ制御部１７２を備えて
いる。この選択部１７１は、複数のバッテリパック２００のうちの一部のみのバッテリパ
ックであって、少なくとも非停電時に、充放電されるべきバッテリパックである制御対象
バッテリパック（第１の単位充電要素）を選択する選択手段であり、特に、バッテリ制御
部１７２による充放電制御が終了する毎に、複数のバッテリパック２００から制御対象バ
ッテリパックを順次選択するものである。また、バッテリ制御部１７２は、少なくとも非
停電時に、選択部１７１が選択した制御対象バッテリパックに対して、放電した後に充電
する制御である充放電制御を行い、且つ、複数のバッテリパック２００のうちの制御対象
バッテリパック以外のバッテリパックであって充電されている制御非対象バッテリパック
（第２の単位充電要素）に対して、充放電制御を行わないバッテリ制御手段である。なお
、この制御部１７の各部により行われる処理については、後述する。なお、選択部１７１
、及びバッテリ制御部１７２及び電源部１５における後述する、充放電制御処理を行うた
めの機能が「制御システム」に相当する。
【００４７】
（処理）
　次に、このように構成される図１の受信機１によって実行される、充放電制御処理につ
いて説明する。図５は、充放電制御処理のフローチャートである（以下の各処理の説明で
はステップを「Ｓ」と略記する）。「充放電制御処理」とは、充放電制御を行う処理であ
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る。この充放電制御処理を実行するタイミングは、非停電時である限りにおいて任意のタ
イミングであるが、例えば、受信機１の電源をオンした後に、商用電源２５からの電力を
受電していることを、公知の手法を用いて制御部１７が確認した場合に実行が開始される
ものとして、実行が開始されたところから説明する。また、充放電制御処理の起動時には
、図２のスイッチ部２０が図３（ａ）に示す第１接続状態にされており、図２の各バッテ
リパック２００が、「満受電」になっているものとして、以下説明する。
【００４８】
　まず、図５に示すように、ＳＡ１において選択部１７１は、充放電制御パターンを取得
する。具体的には、図１の記録部１６に格納されている充放電制御パターンを取得する。
ここでは、例えば、「５（％）～９５（％）」の充放電制御範囲及び「ＢＩＤ１→ＢＩＤ
２→ＢＩＤ３」の充放電制御順序が含まれている充放電制御パターンを取得する場合を例
示して、以下説明する。
【００４９】
　図５に戻って、ＳＡ２において選択部１７１は、制御対象バッテリパックを選択する。
具体的には、ＳＡ２を実行する毎に、図２のバッテリパック２００から順次選択する限り
において任意に選択することができるが、ここでは、例えば、ＳＡ１で取得した充放電制
御パターンの充放電制御順序、及び図１の記録部１６の充放電制御履歴情報に基づいて選
択する場合について説明する。詳細には、充放電制御順序に基づいて、バッテリパック２
００の各バッテリパックについて充放電制御を行う順序を特定し、また、充放電制御履歴
情報に基づいて、直近に充放電制御が行われたバッテリパックを特定した上で、特定した
順序に従って、次に充放電制御が行われるべきバッテリパックを決定する。そして、次に
充放電制御が行われるべき決定したバッテリパックを、制御対象バッテリパックとして選
択する。
【００５０】
　なお、図５の充放電制御処理の起動直後であり、ＳＡ２を実行するのが１回目であるた
めに、直近に充放電制御が行われたバッテリパックが存在しない場合には、ＳＡ１で取得
した充放電制御パターンの充放電制御順序が最も先のものを、制御対象バッテリパックと
して選択する。ここでは、例えば、ＳＡ２を実行するのが１回目である場合、ＳＡ１で取
得した「ＢＩＤ１→ＢＩＤ２→ＢＩＤ３」の内の最も先である「ＢＩＤ１」に対応する第
１バッテリパック２１を、制御対象バッテリパックとして選択する。
【００５１】
　次に、ＳＡ３においてバッテリ制御部１７２は、図２のスイッチ部２０の不図示の切替
接片を制御して、当該スイッチ部２０の各端子の間の電気的な接続状態を切り替える。具
体的には、ＳＡ２で選択した制御対象バッテリパックに対して充放電制御の放電が行われ
、且つ、複数のバッテリパック２００のうちのＳＡ２で選択した制御対象バッテリパック
以外のバッテリパックである制御非対象バッテリパックに対して充放電制御が行われない
ように、スイッチ部２０の各端子の間の電気的な接続状態を切り替える。
【００５２】
　ここでは、例えば、第１バッテリパック２１に対して充放電制御の放電が行われ、且つ
、第２バッテリパック２２及び第３バッテリパック２３に対して充放電制御が行われない
ように、図３（ｂ）の第２接続状態に切り替える。この場合、第１バッテリパック２１は
、放電用抵抗２４に対して電力を供給することにより緩やかに放電される。一方、第２バ
ッテリパック２２及び第３バッテリパック２３は、商用電源２５からの電力が供給され続
けているので、自然放電された分の電力を常時補って「満充電」の状態が維持される。
【００５３】
　図５に戻って、ＳＡ４においてバッテリ制御部１７２は、充放電制御の放電を終了する
か否かを判定する。具体的には任意に判定することができるが、ここでは、例えば、図２
のバッテリパック２００各々の充電量を監視する不図示の充電量監視手段が設けられてい
ることとして、この充電量監視手段の監視結果の充電量（以下、監視結果充電量）、及び
ＳＡ１で取得した充放電制御パターンの充放電制御範囲に基づいて判定する場合について
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説明する。詳細には、ＳＡ１で取得した充放電制御パターンの充放電制御範囲から、充電
量の下限値を取得し、取得した充電量の下限値と監視結果充電量とを比較し、監視結果充
電量が取得した充電量の下限値以下であるか否かを判定する。そして、監視結果充電量が
充電量の下限値以下でないものと判定した場合、充放電制御の放電を終了しないものと判
定し（ＳＡ４のＮＯ）、充放電制御の放電を終了するものと判定するまで、繰り返しＳＡ
４を実行する。また、監視結果充電量が充電量の下限値以下であるものと判定した場合、
充放電制御の放電を終了するものと判定し（ＳＡ４のＹＥＳ）、ＳＡ５に移行する。ここ
では、例えば、ＳＡ１で取得した「５（％）～９５（％）」から、充電量の下限値として
「５（％）」を取得し、取得した「５（％）」と第１バッテリパック２１の監視結果充電
量とを比較して判定する。例えば、第１バッテリパック２１の監視結果充電量が「４．５
（％）」である場合、監視結果充電量が「５（％）」以下であるので、充放電制御の放電
を終了するものと判定する。
【００５４】
　図５に戻って、ＳＡ５においてバッテリ制御部１７２は、図２のスイッチ部２０の不図
示の切替接片を制御して、当該スイッチ部２０の各端子の間の電気的な接続状態を切り替
える。具体的には、ＳＡ２で選択した制御対象バッテリパックに対して充放電制御の充電
が行われ、且つ、複数のバッテリパック２００のうちのＳＡ２で選択した制御対象バッテ
リパック以外のバッテリパックである制御非対象バッテリパックに対して充放電制御が行
われないように、スイッチ部２０の各端子の間の電気的な接続状態を切り替える。
【００５５】
　ここでは、例えば、第１バッテリパック２１に対して充放電制御の充電が行われ、且つ
、第２バッテリパック２２及び第３バッテリパック２３に対して充放電制御が行われない
ように、図３（ａ）の第１接続状態に切り替える。この場合、第１バッテリパック２１は
、商用電源２５からの電力で供給されて充電される。一方、第２バッテリパック２２及び
第３バッテリパック２３は、前述したように、商用電源２５からの電力で供給され続けて
いるので、自然放電された分の電力を常時補って「満充電」の状態が維持される。
【００５６】
　図５に戻って、ＳＡ６においてバッテリ制御部１７２は、充放電制御の充電を終了する
か否かを判定する。具体的には任意に判定することができるが、ここでは、例えば、ＳＡ
４の場合と同様にして、不図示の充電量監視手段の監視結果充電量、及びＳＡ１で取得し
た充放電制御パターンの充放電制御範囲に基づいて判定する場合について説明する。詳細
には、ＳＡ１で取得した充放電制御パターンの充放電制御範囲から、充電量の上限値を取
得し、取得した充電量の上限値と監視結果充電量とを比較し、監視結果充電量が取得した
充電量の上限値以上であるか否かを判定する。そして、監視結果充電量が充電量の上限値
以上でないものと判定した場合、充放電制御の充電を終了しないものと判定し（ＳＡ６の
ＮＯ）、充放電制御の充電を終了するものと判定するまで、繰り返しＳＡ６を実行する。
また、監視結果充電量が充電量の上限値以上であるものと判定した場合、充放電制御の充
電を終了するものと判定し（ＳＡ６のＹＥＳ）、ＳＡ７に移行する。ここでは、例えば、
ＳＡ１で取得した「５（％）～９５（％）」から、充電量の上限値として「９５（％）」
を取得し、取得した「９５（％）」と第１バッテリパック２１の監視結果充電量とを比較
して判定する。例えば、第１バッテリパック２１の監視結果充電量が「９５．５（％）」
である場合、監視結果充電量が「９５（％）」以上であるので、充放電制御の充電を終了
するものと判定する。
【００５７】
　次に、ＳＡ７においてバッテリ制御部１７２は、充放電制御履歴情報を記録する。具体
的には、図４のバッテリＩＤ及び制御終了日時情報を記録する。詳細には、まず、ＳＡ２
で制御対象バッテリパックとして選択したバッテリパックのバッテリＩＤを、図４のバッ
テリＩＤとして記録し、また、図５のＳＡ６でＹＥＳと判定した時の日時を、不図示の計
時手段の計時結果に基づいて特定した上で、特定した計時結果を、図４の制御終了日時情
報として記録する。ここでは、例えば、計時手段の計時結果が「２０１４年０１月０１日
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００時００分」である場合、図４に図示されている情報のうちの、最上段の情報を記録す
る。
【００５８】
　図５に戻って、ＳＡ８においてバッテリ制御部１７２は、充放電制御処理を終了するか
否かを判定する。具体的には任意に判定することができるが、ここでは、例えば、操作部
１２を介してユーザから終了指示を受け付けたか否かに基づいて判定する場合について説
明する。そして、終了指示を受け付けていない場合、充放電制御処理を終了しないと判定
し（ＳＡ８のＮＯ）、ＳＡ１に移行する。また、終了指示を受け付けた場合、充放電制御
処理を終了すると判定し（ＳＡ８のＹＥＳ）、処理を終了する。
【００５９】
　なお、例えば、ＳＡ８の判定にて、充放電制御処理を終了しないと判定した後の、充放
電処理が起動してから２回目のＳＡ２では、「ＢＩＤ２」に対応する第２バッテリパック
２２を、制御対象バッテリパックとして選択する。この後、ＳＡ３にて図３（ｃ）の第３
接続状態に切り替え、ＳＡ５にて図３（ａ）の第１接続状態に切り替えることにより、第
２バッテリパック２２についての充放電制御を行う。そして図５のＳＡ８の判定にて、充
放電制御処理を終了しないと判定した後の、充放電処理が起動してから３回目のＳＡ２で
は、「ＢＩＤ３」に対応する第３バッテリパック２３を、制御対象バッテリパックとして
選択する。この後、ＳＡ３にて図３（ｄ）の第４接続状態に切り替え、ＳＡ５にて図３（
ａ）の第１接続状態に切り替えることにより、第３バッテリパック２３についての充放電
制御を行う。そして、これらの処理を繰り返し行い、図５のＳＡ８の判定にて、充放電制
御処理を終了すると判定した場合、処理を終了する。これにて、充放電制御を終了する。
【００６０】
（実施の形態の効果）
　このように本実施の形態によれば、少なくとも非停電時に、制御対象バッテリパックに
対して充放電制御を行い、且つ、制御非対象バッテリパックに対して充放電制御を行わな
いことにより、例えば、制御対象バッテリパックについてのメモリ効果を解消することが
できるので、停電時においてバッテリパック２００の出力電圧が低下するのを防止するこ
とができ、バッテリパック２００の信頼性を向上させることができる。また、例えば、制
御非対象バッテリパックに対して充放電制御を行わないので、充放電制御によって制御対
象バッテリパックの充電量が低下している場合でも、制御非対象バッテリパックの電力を
用いて、停電時に受信機１を正常に動作させることができる。
【００６１】
〔実施の形態に対する変形例〕
　以上、本発明に係る実施の形態について説明したが、本発明の具体的な構成及び手段は
、特許請求の範囲に記載した各発明の技術的思想の範囲内において、任意に改変及び改良
することができる。以下、このような変形例について説明する。
【００６２】
（解決しようとする課題や発明の効果について）
　まず、発明が解決しようとする課題や発明の効果は、上述の内容に限定されるものでは
なく、発明の実施環境や構成の詳細に応じて異なる可能性があり、上述した課題の一部の
みを解決したり、上述した効果の一部のみを奏したりすることがある。
【００６３】
（分散や統合について）
　また、上述した構成は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成され
ていることを要しない。すなわち、各部の分散や統合の具体的形態は図示のものに限られ
ず、その全部または一部を、任意の単位で機能的または物理的に分散又は統合して構成で
きる。本出願における「システム」とは、複数の装置によって構成されたものに限定され
ず、単一の装置によって構成されたものを含む。また、本出願における「装置」とは、単
一の装置によって構成されたものに限定されず、複数の装置によって構成されたものを含
む。例えば、図１の電源部１５を受信機１の外部（例えば、受信機１が設置されている建
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築物の設備室等）に設けてもよいし、あるいは、選択部１７１及びバッテリ制御部１７２
を、受信機１との間で通信を行う管理装置に設けて、受信機１から離れた位置にて充放電
制御処理を行ってもよい。
【００６４】
（充放電制御処理について）
　また、上記実施の形態の図５の充放電制御処理については、マニュアル操作で起動を開
始できるようにしてもよい。具体的には、図１の操作部１２を介してユーザかの開始指示
を受け付けた場合に、充放電制御処理の起動を開始してもよい。また、上記実施の形態の
図５の充放電制御処理については、自動的に終了できるようにしてもよい。具体的には、
図１の制御部１７が、公知の手法を用いて停電が発生したか否かを判定し、停電が発生し
たものと判定した場合に、充放電制御処理を直ちに終了してもよい。
【００６５】
（バッテリについて（その１））
　また、上記実施の形態では、受信機１が備えているバッテリパックの個数が３個である
場合について説明したが、これに限らない。例えば、受信機１が備えているバッテリパッ
クの個数を、２個、あるいは、４個以上にしてもよい。このように構成した場合、複数個
のバッテリパックのうちの一部のみを順次選択して、選択した一部のバッテリパックにつ
いてのみ充放電制御を順次行ってもよい。
【００６６】
（バッテリについて（その２））
　また、例えば、受信機１が備えているバッテリパックの個数を１個のみにしてもよい。
このように構成した場合、バッテリパックに含まれているセル単位で充放電制御を行って
もよい。具体的には、１個のみのバッテリパックに含まれている複数個のセルのうちの一
部のみを順次選択して、選択した一部のセルについてのみ充放電制御を順次行ってもよい
。また、例えば、受信機１が備えているバッテリパックの個数を複数個にした上で、バッ
テリパック単位、又は、セル単位の少なくとも一方の単位にて、充放電制御を行ってもよ
い。
【００６７】
（バッテリについて（その３））
　また、上記実施の形態では、図２のバッテリパック２００のうちの充放電制御の対象に
なっていないバッテリパック（つまり、前述の制御非対象バッテリパック）の電力につい
ては、停電時のみに受信機１を動作させるため受信機１の各部に供給してもよいし、停電
時及び非停電時に受信機１を動作させるため受信機１の各部に供給してもよい。
【００６８】
（放電スピードについて）
　また、上記実施の形態の図２の放電用抵抗２４については、要求される放電スピードが
実現されるように、抵抗値を調整できるように構成してもよい。具体的には、抵抗値を下
げて放電スピードを高速化したり、抵抗値を上げて放電スピードを低速化したりしてもよ
い。また、例えば、放電用抵抗２４については、抵抗値が固定の固定抵抗を用いてもよい
し、抵抗値が可変の可変抵抗を用いてもよい。なお、放電用抵抗２４として可変抵抗を用
いた場合、図１の操作部１２を操作することにより、放電用抵抗２４の抵抗値を調整して
放電スピードを調整できるように構成してもよい。
【００６９】
（充電スピードについて）
　また、上記実施の形態の図３（ａ）に示す第１接続状態において、要求される充電スピ
ードが実現されるように、図２の商用電源側端子３５から、第１バッテリパック側端子３
１、第２バッテリパック側端子３２、及び第３バッテリパック側端子３３に供給される電
流量を各々調整できるように構成してもよい。具体的には、例えば、公知の電流量調整回
路をスイッチ部２０に設けて、制御対象バッテリパックの端子には大電流（例えば、数Ａ
程度）を供給することにより、充電スピードを高速化し、制御非対象バッテリパックの端
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子には小電流（例えば、数１０～数１００ｍＡ程度）を供給してもよい。なお、必要があ
る場合には、制御対象バッテリパックの端子には小電流を供給することにより、充電スピ
ードを低速化してもよい。
【００７０】
（放電電力の利用について（その１））
　また、上記実施の形態では、図２のバッテリパック２００の電力を放電用抵抗２４に供
給することにより放電する場合について説明したが、これに限らない。例えば、以下の第
１～３の構成のように構成して放電してもよい。
【００７１】
　「第１の構成」は、受信機１を動作させるための電力の少なくとも一部として、放電電
力を利用する構成である。この第１の構成について具体的には、バッテリパック２００に
おける制御対象バッテリパックの電力を、放電用抵抗２４の代わりに、あるいは、放電用
抵抗２４と共に、図１の受信機１における電源部１５以外の各部（例えば、表示部１３の
表示灯等）に供給する構成である。この第１の構成について詳細には、図２の放電用抵抗
側端子３４とバッテリパック２００の負極との間に、放電用抵抗２４の代わりに受信機１
における電源部１５以外の各部を電気的に接続したり、放電用抵抗２４に対して並列に受
信機１における電源部１５以外の各部を電気的に接続したりしてもよい。また、電源部１
５以外の各部については、放電用抵抗側端子３４とバッテリパック２００の負極との間に
直接的に接続したり、あるいは、昇圧又は降圧回路等の公知の電圧調整回路、公知の電流
量調整回路、又は公知の整流回路等を含む任意のバッファ回路を介して間接的に接続した
りしてもよい。そして、図５のＳＡ３においてバッテリ制御部１７２は、この第１の構成
を利用して、制御対象バッテリパックの電力を受信機１における電源部１５以外の各部（
例えば、表示部１３の表示灯等）に供給することにより放電してもよい。このように構成
した場合、制御対象バッテリパックによって放電された電力を受信機１に供給することに
より、例えば、受信機１を動作させるために、制御対象バッテリパックの電力を有効に利
用することができる。
【００７２】
　「第２の構成」は、制御非対象バッテリパックを充電するための電力の少なくとも一部
として、放電電力を利用する構成（つまり、制御対象バッテリパックによって放電された
電力を用いて、制御非対象バッテリパックを充電する構成）である。この第２の構成につ
いて具体的には、バッテリパック２００における制御対象バッテリパックの電力を、放電
用抵抗２４の代わりに、あるいは、放電用抵抗２４と共に、バッテリパック２００におけ
る制御非対象バッテリパックに供給する構成である。この第２の構成について詳細には、
制御対象バッテリパックが図２の第１バッテリパック２１であり、制御非対象バッテリパ
ックが第２バッテリパック２２及び第３バッテリパック２３である場合には、以下の第１
及び第２変形接続状態のように接続してもよい。「第１変形接続状態」は、制御対象バッ
テリパックの電力を、放電用抵抗２４と共に、バッテリパック２００における制御非対象
バッテリパックに供給するための接続状態である。この第１変形接続状態について具体的
には、図３（ｂ）の第２接続状態に加えて、第１バッテリパック側端子３１と第２バッテ
リパック側端子３２及び第３バッテリパック側端子３３とを相互に、直接的に、あるいは
、前述の任意のバッファ回路を介して間接的に、接続する状態である。また、「第２変形
接続状態」は、制御対象バッテリパックの電力を、放電用抵抗２４の代わりに、バッテリ
パック２００における制御非対象バッテリパックに供給するための接続状態である。この
第２変形接続状態について具体的には、前述の第１変形接続状態において、第１バッテリ
パック側端子３１と放電用抵抗側端子３４との間を電気的に遮断する状態である。なお、
制御対象バッテリパックが第２バッテリパック２２である場合、及び制御対象バッテリパ
ックが第３バッテリパック２３である場合についても、第１及び第２変形接続状態になら
って、第２の構成を実現するように接続するものとする。そして、図５のＳＡ３において
バッテリ制御部１７２は、この第２の構成を利用して、例えば第１又は第２変形接続状態
に切り替えて、制御対象バッテリパックの電力を制御非対象バッテリパックに供給するこ
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とにより放電してもよい。このように構成した場合、制御非対象バッテリパックを充電す
るために、制御対象バッテリパックの電力を有効に利用して、制御非対象バッテリパック
における充電量を維持することができるので、バッテリパック２００の信頼性を一層向上
させることができる。
【００７３】
　「第３の構成」は、制御対象バッテリパックを充電するための電力の少なくとも一部と
して、放電電力を利用する構成である。この第３の構成について具体的には、バッテリパ
ック２００のうちの１個のバッテリパック（以下、第１制御対象バッテリパック）につい
て充放電制御の放電が行われ、且つ、バッテリパック２００のうちの第１制御対象バッテ
リパック以外の１個のバッテリパック（以下、第２制御対象バッテリパック）について、
前述の放電と同時期に、充放電制御の充電が行われ、且つ、バッテリパック２００のうち
の第１及び第２制御対象バッテリパック以外の１個のバッテリパックである制御非対象バ
ッテリパックについて充放電制御が行われないようにした上で、第１制御対象バッテリパ
ックの電力を、第２制御対象バッテリパックに供給する構成である。
【００７４】
　そして、図１の選択部１７１は、バッテリパック２００から第１制御対象バッテリパッ
クとして、例えば、図２の第１バッテリパック２１を選択し、バッテリパック２００から
第２制御対象バッテリパックとして、例えば、図２の第２バッテリパック２２を選択する
（以下、第１ステップ）。次に、図１のバッテリ制御部１７２は、以下の第３変形接続状
態に切り替えて、第１制御対象バッテリパックである第１バッテリパック２１の電力を、
第２制御対象バッテリパックである第２バッテリパック２２に供給することにより、充放
電制御における放電を行う（以下、第２ステップ）。「第３変形接続状態」は、第１バッ
テリパック２１の電力を、少なくとも第２バッテリパック２２に供給するための接続状態
であり、具体的には、図２の第１バッテリパック側端子３１と第２バッテリパック側端子
３２とを相互に、直接的に、あるいは、前述の任意のバッファ回路を介して間接的に、電
気的に接続し、且つ、第３バッテリパック側端子３３と商用電源側端子３５とを相互に電
気的に接続する状態である。前述の第２ステップの後に、バッテリ制御部１７２は、図５
のＳＡ４及びＳＡ６で説明した手法と同様な手法を用いて、第１制御対象バッテリパック
である第１バッテリパック２１の放電が終了し、且つ、第２制御対象バッテリパックであ
る第２バッテリパック２２の充電が終了したか否かを判定する（以下、第３ステップ）。
次に、第３ステップにおいて放電及び充電が終了したと判定した場合、図４の充放電制御
履歴情報として、第１バッテリパック２１の放電が終了した日時、及び第２バッテリパッ
ク２２の充電が終了した日時を記録する（以下、第４ステップ）。この後、選択部１７１
は、記録した充放電制御履歴情報に基づいて、バッテリパック２００から第１及び第２制
御対象バッテリパックを選択する（以下、第５ステップ）。具体的には、直近に第１制御
対象バッテリパックに選択されていたもの（つまり、充放電制御履歴情報において放電が
終了した時間が直近のもの）を第２制御対象バッテリパックとして選択し、また、直近に
制御非対象バッテリパックであったもの（つまり、充放電制御履歴情報において充電が終
了した時間が直近の次に近いもの）を第１制御対象バッテリパックとして選択する。なお
、この第５ステップを実行するのが１回目であり、「充放電制御履歴情報において充電が
終了した時間が直近の次に近いもの」を特定できないことを考慮して、バッテリパック２
００の各バッテリパックが、第１及び第２制御対象バッテリパック、及び制御非対象バッ
テリパックのいずれであったかを示す履歴情報を記録し、この記録情報に基づいて、各バ
ッテリパックを、第１制御対象バッテリパック、第２制御対象バッテリパック、制御非対
象バッテリパックの順に順次選択してもよい。この後、第２～第５ステップを繰り返し実
行する。このように構成した場合、第２制御対象バッテリパックを充電するために、第１
制御対象バッテリパックの電力を有効に利用することができる。
【００７５】
　なお、この「第３の構成」の第２ステップにおいて、第１制御対象バッテリパックの電
力を第２制御対象バッテリパックに供給する場合において、第１制御対象バッテリパック
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及び第２制御対象バッテリパックの充電量の関係から、第１制御対象バッテリパックの放
電を充分に行えない可能性、及び、第２制御対象バッテリパックの充電を充分に行えない
可能性を考慮して、第１制御対象バッテリパックから放電用抵抗２４への電力供給、又は
、商用電源２５から第２制御対象バッテリパックへの電力供給も、前述の処理に加えて行
ってもよい。
【００７６】
（放電電力の利用について（その２））
　また、上記実施の形態の受信機１に対して動作モードとして通常運転モード及び点検モ
ードを設けた上で、バッテリ制御部１７２が、少なくとも非停電時において、受信機１が
点検モードに設定されている場合に、点検のために、選択部１７１が選択した制御対象バ
ッテリパックによって放電された電力を、防災設備に供給するように構成してもよい。こ
こで、「通常運転モード」とは、監視領域を監視するために用いられる公知のモードであ
り、具体的には、防災設備の点検を行わない場合に設定されるモードである。「点検モー
ド」とは、点検を行うための公知のモードであり、具体的には、防災設備の点検を行う場
合に設定されるモードである。「防災設備」とは、防災のための設備であり、具体的には
、受信機から供給された電力を用いて動作する設備であり、例えば、防火シャッター又は
防煙ダンパ等の設備である。そして、この変形例においては、受信機１に防災設備を接続
し、図１の操作部１２を操作することにより、受信機１に対して通常運転モード又は点検
モードが設定されるように構成し、また、バッテリパック２００から、放電用抵抗２４又
は防災設備のうちの何れか一方に選択的に電力が供給されるように構成する。そして、図
５のＳＡ３においてバッテリ制御部１７２は、受信機１に設定されている動作モードを確
認して、通常運転モードが設定されている場合には、制御対象バッテリパックの電力を放
電用抵抗２４に供給することにより放電し、また、点検モードが設定されている場合には
、制御対象バッテリパックの電力を防災設備に供給することにより放電してもよい。この
ように構成した場合、、受信機１が点検モードに設定されている場合に、点検のために、
制御対象バッテリパックによって放電された電力を、防災設備に供給することにより、例
えば、点検のために、制御対象バッテリパックの電力を有効に利用することができる。
【００７７】
（性能の判定について）
　また、上記実施の形態の図５のＳＡ３で放電された電力に基づいて、バッテリ制御部１
７２が、制御対象バッテリパックの性能を判定するように構成してもよい。ここで、「制
御対象バッテリパックの性能を判定する」とは、停電時に受信機１を適切に動作させるこ
とができるか否かを判定することである。ここでの判定手法については任意であるが、例
えば、ＳＡ３で放電された電力の総量（以下、総放電電力量）を測定するための公知の電
力計を受信機１が備えているものとし、この電力計にて測定された総放電電力量に基づい
て判定してもよいし、また、図２の放電用抵抗２４の抵抗値を、受信機１の負荷に対応す
る程度の値の設定した上で、放電用抵抗２４に規定の電力が供給され続ける時間を測定し
、測定した時間に基づいて判定してもよいし、また、制御対象バッテリパックの出力電圧
の時間変動を監視し、監視結果に基づいて判定してもよい。このように構成した場合、制
御対象バッテリパックによって放電された電力に基づいて、当該制御対象バッテリパック
の性能を判定することにより、例えば、非停電時でもバッテリパック２００の性能を判定
することができるので、バッテリパック２００の信頼性をより一層向上させることができ
る。特に、例えば、従来は、利用開始から５年程度で交換する推奨に従って５年程度毎に
バッテリを交換しないケースもあり、見かけの電圧（例えば、非停電時におけるバッテリ
の電圧）は正常であっても、バッテリの劣化が進んでいることもあり、停電時に、所定の
規定時間中にバッテリの出力電圧が想定に反して低下してしまい、従来の受信機を正常に
動作できなくなる可能性があったが、この変形例の特徴によれば、バッテリパック２００
を実際に放電させて性能の判定を行うことができるので、停電時におけるバッテリパック
２００の出力電圧が想定に反する挙動を示す可能性を低減し、バッテリパック２００の信
頼性をより一層向上させることができる。
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【００７８】
（接続状態について）
　また、上記実施の形態では、図５の充放電制御処理において、制御非対象バッテリパッ
クが常時充電されている場合について説明したが、これに限られない。例えば、制御非対
象バッテリパックについては、商用電源２５から電力が供給されないように構成してもよ
い。また、この変形例と「（放電電力の利用について（その１））」の「第２の構成」と
を組み合わせて、制御非対象バッテリパックについては、商用電源２５から電力が供給さ
れず、且つ、制御対象バッテリパックから電力が供給されるように構成してもよい。
【００７９】
（付記）
　付記１の制御システムは、電気機器に対して少なくとも停電時に電力を供給するための
複数の単位充電要素を有するバッテリの充放電を制御する制御システムであって、前記複
数の単位充電要素のうちの一部のみの単位充電要素であって、少なくとも非停電時に、充
放電されるべき単位充電要素である第１の単位充電要素を選択する選択手段と、少なくと
も非停電時に、前記選択手段が選択した前記第１の単位充電要素に対して、放電した後に
充電する制御である充放電制御を行い、且つ、前記複数の単位充電要素のうちの前記第１
の単位充電要素以外の単位充電要素であって充電されている第２の単位充電要素に対して
、前記充放電制御を行わないバッテリ制御手段と、を備え、前記選択手段は、前記バッテ
リ制御手段による前記充放電制御が終了する毎に、前記複数の単位充電要素から前記第１
の単位充電要素を順次選択する。
【００８０】
　付記２の制御システムは、付記１に記載の制御システムにおいて、前記バッテリ制御手
段は、少なくとも非停電時に、前記選択手段が選択した前記第１の単位充電要素によって
放電された電力を、前記電気機器に供給する。
【００８１】
　付記３の制御システムは、付記１又は２に記載の制御システムにおいて、前記バッテリ
制御手段は、少なくとも非停電時に、前記選択手段が選択した前記第１の単位充電要素に
よって放電された電力を用いて、前記第２の単位充電要素を充電する。
【００８２】
　付記４の制御システムは、付記１から３のいずれか一項に記載の制御システムにおいて
、前記バッテリ制御手段は、少なくとも非停電時に、前記選択手段が選択した前記第１の
単位充電要素によって放電された電力に基づいて、当該第１の単位充電要素の性能を判定
する。
【００８３】
　付記５の制御システムは、付記１から４のいずれか一項に記載の制御システムにおいて
、前記電気機器は、前記設置対象に設置されている防災設備に電力を供給して、当該防災
設備を動作させる防災受信機であり、前記バッテリ制御手段は、少なくとも非停電時にお
いて、前記防災受信機が点検を行うためのモードである点検モードに設定されている場合
に、点検のために、前記選択手段が選択した前記第１の単位充電要素によって放電された
電力を、前記防災設備に供給する。
【００８４】
（付記の効果）
　付記１に記載の制御システムによれば、少なくとも非停電時に、第１の単位充電要素に
対して充放電制御を行い、且つ、第２の単位充電要素に対して充放電制御を行わないこと
により、例えば、第１の単位充電要素についてのメモリ効果を解消することができるので
、停電時においてバッテリの出力電圧が低下するのを防止することができ、バッテリの信
頼性を向上させることができる。また、例えば、第２の単位充電要素に対して充放電制御
を行わないので、充放電制御によって第１の単位充電要素の充電量が低下している場合で
も、第２の単位充電要素の電力を用いて、停電時に電気機器を正常に動作させることがで
きる。
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【００８５】
　付記２に記載の制御システムによれば、第１の単位充電要素によって放電された電力を
電気機器に供給することにより、例えば、電気機器を動作させるために、第１の単位充電
要素の電力を有効に利用することができる。
【００８６】
　付記３に記載の制御システムによれば、第１の単位充電要素によって放電された電力を
用いて、第２の単位充電要素を充電することにより、例えば、第２の単位充電要素を充電
するために、第１の単位充電要素の電力を有効に利用して、第２の単位充電要素における
充電量を維持することができるので、バッテリの信頼性を一層向上させることができる。
【００８７】
　付記４に記載の制御システムによれば、第１の単位充電要素によって放電された電力に
基づいて、当該第１の単位充電要素の性能を判定することにより、例えば、非停電時でも
バッテリの性能を判定することができるので、バッテリの信頼性をより一層向上させるこ
とができる。特に、例えば、従来は、利用開始から５年程度で交換する推奨に従って５年
程度毎にバッテリを交換しないケースもあり、見かけの電圧（例えば、非停電時における
バッテリの電圧）は正常であっても、バッテリの劣化が進んでいることもあり、停電時に
、所定の規定時間中にバッテリの出力電圧が想定に反して低下してしまい、従来の電気機
器を正常に動作できなくなる可能性があったが、付記４に記載の制御システムによれば、
バッテリを実際に放電させて性能の判定を行うことができるので、停電時におけるバッテ
リの出力電圧が想定に反する挙動を示す可能性を低減し、バッテリの信頼性をより一層向
上させることができる。
【００８８】
　付記５に記載の制御システムによれば、防災受信機が点検モードに設定されている場合
に、点検のために、第１の単位充電要素によって放電された電力を、防災設備に供給する
ことにより、例えば、点検のために、第１の単位充電要素の電力を有効に利用することが
できる。
【符号の説明】
【００８９】
　１　受信機
　１１　通信部
　１２　操作部
　１３　表示部
　１４　音響部
　１５　電源部
　１６　記録部
　１７　制御部
　２０　スイッチ部
　２１　第１バッテリパック
　２２　第２バッテリパック
　２３　第３バッテリパック
　２４　放電用抵抗
　２５　商用電源
　３１　第１バッテリパック側端子
　３２　第２バッテリパック側端子
　３３　第３バッテリパック側端子
　３４　放電用抵抗側端子
　３５　商用電源側端子
　１７１　選択部
　１７２　バッテリ制御部
　２００　バッテリパック
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【図３】
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